
新道路建設計画で県産廃処分場計画は破綻
県は処分場計画の撤回を

昨年５月２６日に大井川知事が日立市へ県産廃処分場の

建設受入れ要請を行ってから９か月が経ちました。現在、

茨城県は日立市の回答待ちです。

２月１５日に茨城県からの要請で急遽開催された「（市）

産廃特別委員会」で、県は「課題への対応策」のなかで「搬入のための新道路を建設する」と述

べました。多賀山地に産廃処分場を作るために、市民の要望を認めましたが、一度作られてしま

うと、水、大気、土壌汚染や、道路環境、住環境の悪化は計り知れません。諏訪梅林や鮎川上流

に産廃処分場を作ることに反対します。

県は「搬入のための新道路を建設する」と述べましたが、このことによって日立市を候補地に

選んだ理由が破綻しました。

候補地を日立市諏訪町に選んだ際に「他の候補地よりも事業利益が大きい」と県は述べまし

たが、日立市諏訪町に処分場を作るための概算設備費２０６億円に新道路建設費は一切含まれ

ていません(令和２年６月住民説明会資料)。新道路の建設費は、現地の測量や設計が行われて

いないため未定ですが、山側道路は６．１ｋｍで１４１億円かかりました。新道路は約４ｋｍ

あり、山側道路のような道とすると９２億円となります。新道路の建設費によって事業利益が

なくなります。

新道路は大久保

中学校と中丸団地

の間を通り、桜川

に沿った林道を使

用するルートです

(左地図の赤丸)。

県は処分場候補

地 の 選 定 の 際 に

「２車線以上の幅

がある道路から直

線距離で１ｋｍ以

内の場所であるこ

と」という条件を

付けました。しか

し「南側新道路が

開通するまでは新

処分場への搬入は行わない」と県が述べた今、既存の搬入ルートは「山側道路」となります。処分

場候補地の太平田鉱山跡地の南端と山側道路の直線距離は２ｋｍです。２車線以上の幅がある道路

（山側道路）から１ｋｍ以上離れている日立市太平田鉱山跡地は、候補地として選ばれる資格がな

くなります。

新道路建設による設備費が増大し、事業利益がなくなる
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北から入る産廃運搬車が６号を南に縦断往復し道路環境が悪化

「山林伐採」する新道路建設は認められない

産廃運搬車が市内を南に縦断す
る際に使用する国道６号

搬入道路から１ｋｍ以上離れている場所は選定資格がない

山側道路が産廃運搬の道路になってしまう

市民の散歩コースとして親し
まれている山側道路

県は「日立市の北から南下して入ってくる産廃運搬車は、市内

を南下させて山側道路から新道路に入り処分場を往復させる」と

述べています。産廃運搬車は山側道路の入り口（大みか町６丁目

交差点）へ向かうため国道６号を南へ縦断往復することになりま

す。渋滞などの道路環境の悪化は避けられません。

金沢団地や塙山団地の西側を通る山側道路は、市民の散歩コー

スとしても親しまれています。しかし、産廃運搬車が通る道は、

粉塵、振動、騒音などが問題になります。山側道路の環境悪化は

避けられません。

日立市を候補地にした際、県は「植生はほとんど

見られない（〇、良好）」とし、他の候補地は「山

林伐採による影響」があるため△としました。しか

し、新道路建設で山を切り崩すため山林伐採が行わ

れ、植生への影響は甚大になります。県は、〇評価

を取り消すべきです。
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整備候補地
太平田鉱山跡地と山側道路は
直線距離で２ｋｍあり
１ｋｍ以上なので選定資格無し
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県内の産業廃棄物は「燃やし

て埋める」処理（減量化）が半

数近くあり、その量は年々増加

しています。

産廃処理業者の団体である茨

城県産業資源循環協会が県産廃

処分場の建設を要望しており、

このまま県の産廃処分場を作ってしまうと、一層「燃やして埋める」減量化量が増えてしまい

ます。廃棄物の再利用量を増やすため、廃棄物の処理は「燃やして埋める」減量化ではなく再

生利用に切り替え、環境負荷を減らしていく責任が私たちの世代にあります。

廃棄物は「燃やして埋める」のではなく「再利用」へ

県の「燃やして埋める(減量化)量」の推移

産業廃棄物問題については、全国各地で周辺の環境破壊を起

こしている事例や、新たな産廃の処理施設建設などをめぐって、

業者や行政、住民との間で裁判闘争をはじめ、依然として深刻

な紛争が絶えません。

そもそも、産廃処理の大原則は、「排出者である企業・事業者自らの責任で行うこと」です。

この原則は「廃棄物処理法」の第３条「事業者の責務」に明記されています。産廃処理責任を

自治体や住民に押し付けるなどということは本末転倒であり、あってはならないことです。

県など自治体が関わる産廃処理事業では、税金が投入されながら事業団主導ですすめられ、

住民の目が届きにくくなっていることも少なくありません。自治体や議会が、住民の立場にたっ

て、違法・不適切な処理を見逃さず日ごろからチェックすることが求められます。国や都道府

県など自治体の役目は、産廃を税金で処理することではなく、住民の立場に立って、産廃処理

の現場を監視・指導することです。

茨城県は、処分場建設理由が破綻し、住民の反対の声が広がっ

ている太平田鉱山跡地への県産廃処分場建設を撤回すべきです。

そして日立市小川市長は、茨城県に対して「県産廃処分場の建設

は認めない」ときっぱり断わるべきです。

県の住民説明会は３月６日(土)と７日(日)に諏訪・油縄子・成沢・大久保の４学区、および、市

内全体は３月１３日(土)の午前午後２回行うこととなっています。６月は説明会を４０回行いまし

たが、今回は５回のみ。これでは十分な説明会とは到底言えません。
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住民説明会６月は４０回、今回は５回。これでは説明不十分

県は、新道路建設工事と処分

場建設工事を並行して進めるス

ケジュール案を示しました。新

道路が完成するまでの５年間余、

処分場建設のための車両が梅林

通りや県道３７号を通ることに

なります。

近隣には小学校や保育園があ

り、登下校時には児童や保護者

が歩き、日中は保育園児が自然

豊かな近隣へ遊びに行くため道

路を渡ります。

「今でさえ車が来ないよう十分注意しながら道路を渡っているのに、これ以上車が増えたら、もう

子どもたちと外に遊びに行けない」――自然豊かな環境で保育をしたい。その環境を守るため、子ど

もたちの命と健康を守るため、県産廃処分場はいりません。

◎行政は、違法・不適切な処理がないかチェック

日本共産党は

こう考えます

◎産廃処理は企業・事業者の責任です
自然とともに育つ環境を守るため

県産廃処分場はいりません

単位：万トン

今、市民の多くの方が「産廃最終処分場建設反対」署名を集めて

おり、２０２０年１２月の第１次署名提出が新聞報道されました。

建設反対の声が上がっているなか、住民の納得や合意なしに最終処

分場の建設を進めることは許されません。

コロナ禍に、市全体に関わる処分場問題を提起すべきではない

県内全域の新型コロナ緊急事態宣言が２月２３日にようやく解除されましたが、コロナ感染が収

束したわけではありません。「感染が不安で説明会に行きたくても行けない」という方がいます。

コロナ禍の時に、日立市にとって大きな問題である処分場建設計画を提起すべきではありません。

市民合意なしに産廃処分場を建設することは許されません

◎県がつくる産廃最終処分場はいりません

年々増加している県の減量化量（令和２年６月住民説明会資料）

梅林通りを通って鮎川や山の中に遊びに行く子どもたち 日本共産党日立市議団

小林真美子
090-1211-8810

千葉達夫
090-9660-1246

すること


